
本人通知制度の登録期間が廃止されます
　この制度は平成22年６月１日から運用を開始し、代理人や第三者からの請求により住民票などを交付
したとき、事前に登録した方にその事実を通知することにより、住民票などの不正請求の早期発見や抑
制につなげることを目的としています。
　当初、「３年間」の登録期間を設定し、登録から３年後には登録の更新が必要でしたが、平成25年６
月１日に要綱が一部改正され、「３年間」の登録期間が廃止されました。
　これにより、登録の更新手続きは不要となり、事前登録は継続されることに
なります。まだ、事前登録をされていない方は、早めの申請をお願いします。

対　象…町内に住民登録をしている方および本籍がある方
準　備…運転免許証などの本人確認書類
申請先…町民福祉課町民係③番窓口
※通知対象となる請求の種類は代理人請求・第三者請求ですが、
　一部該当しない場合もあります。
問合せ…町民福祉課町民係【☎35－1224】
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第5投票所 第9投票所

問合せ…上里町選挙管理委員会
【☎35－1237】

町民体育館

本庄・藤岡線

七本木小学校
上
越
新
幹
線

至藤岡 至本庄

七本木児童館

男女共同参画推進センター・七本木児童館　入口

（旧）
七本木小学校体育館

（新）
七本木児童館

― 該当区域 ―
田中・石倉・丹蔵・岡・東堤・堀之内

横町・阿保町・長浜町

― 該当区域 ―

久保新田・四ツ谷・西原町東・西原町西

※前日までは上里町期日前投票所として使用
　しています。

上里町役場町民ホール

第５投票所
七本木児童館

第6投票所
男女共同参画
推進センター

田中・石倉・丹蔵
岡・東堤・堀之内
横町・阿保町
長浜町

立野・立野南
上中久城・本郷一
本郷二・本郷三

（新）
上里町役場町民ホール

（旧）
上里町コミュニティセンター

至本庄

至神保原駅至国道17号

NTT

平成25年７月執行予定の「参議院議員通常選挙」から

投票所に使用する施設が一部変更になります
　７月執行予定の「参議院議員通常選挙」から、町内２ヵ所の投票所に使用する施設が変更になります。今
回変更になるのは、第５投票区と第９投票区です。（その他投票区は変更ありません。）
　投票所は入場券でもお知らせしますが、お間違えのないようお気をつけください。



　課税証明書等の交付は６月７日㈮（予定）からとなり
ます。交付申請の際は、１通あたり手数料150円と窓口
に来庁される方の身分証明書が必要です。（ご本人また
は同居のご家族以外が申請をされる場合は、委任状が必
要です。）
◆課税証明書等を交付できる方
①町民税・県民税の申告をした方
②確定申告をした方
③勤務している会社等から給与支払報告書が町へ提出さ

れている方
④年金支払者から年金支払報告書が町へ提出されている方
※①～④以外の方は、町に課税資料がないため、証明書

を交付することができません。その場合は、申告をし
ていただき、町民税・県民税の税額を決定する必要が
あります。税額の決定には、最長で２か月程度かかり
ますので、早めの申告をお願いします。また、収入が
ない方、家族の扶養になっている方でも①～④に該当
しない場合は同様です。

問合せ…税務課住民税係
　　　 【☎35－1220内線1131・1132・1133】

納税相談窓口
休日開庁・夜間開庁のお知らせ

◆６月の開庁日
○休日（午前８時30分～正午） ６月 ９日㈰
○夜間（午後８時まで） ６月25日㈫
※夜間は庁舎西入口（夜間入口）からお入り
　ください。
◆窓口・問合せ…税務課収税係【☎35－1220】

税の納付は便利、確実な
『口座振替』のご利用を！
～税は納期限内に納めましょう～

平成25年度（平成24年分）

課税証明書等について
税務職員募集

【受験申込期間】
　（インターネット）６月24日㈪～７月３日㈬
　（郵送または持参）６月24日㈪～28日㈮
※採用試験の詳細は、国税庁ホームページをご覧
　ください。
問合せ…関東信越国税局人事第二課試験係
　　　 【☎048－600－3111】

広報かみさと No.5293

外国人住民の方についても

「住基ネット」「住基カード」
の運用が開始されます

　平成25年７月８日から外国人住民の方についても、住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）
の運用が開始されます。住基ネットとは、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共
通の本人確認ができるシステムです。
　住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載され、平
成25年７月８日以降、その住民票コードがご本人へ通知されます。
　また、外国人住民の方も住民基本台帳カード（住基カード）の交付を受けることができ
るようになります。住基カードはセキュリティに優れたＩＣカードで、「写真付住基カー
ド」は公的な証明としても使えます。
　住基ネットの運用開始に伴い、上里町以外でも住民票の写しの交付を受けることができ、
また、住基カードの交付を受けている方は、転入届の特例を受けられるなど、外国人住民
の方の生活の利便性が向上します。
※住基ネットに関する詳しい情報は「住民基本台帳ネットワークシステムのホームペー

ジ」を、住基カードに関しては「住民基本台帳カード総合情報サイト」をご覧ください。

問合せ…町民福祉課町民係【☎35－1224】

平成25年

７月８日から

平成25年度町民税・県民税のお知らせ
　町民税・県民税（住民税）は、前年中の所得に対して、その年の１月１日現在の住所地で課税される税金です。
上里町における平成25年度住民税は、平成24年中の所得や所得控除等の内容によって計算され、平成25年１月１
日現在、上里町に住んでいる方が課税の対象となります。
　今年度の「普通徴収（個人で納めていただく方法）」の納税通知書を、６月７日㈮（予定）に納税義務者へ発送
します。ただし、平成25年３月15日までに申告がお済みでない方は上記より遅くなることがあります。
※「特別徴収（給与からの引き落とし）」の納税通知書は５月９日㈭に事業所へ発送済みです。
問合せ…税務課住民税係【☎35－1220内線1131・1132・1133】
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問合せ…健康保険課医療年金係【☎35－1222】
　　　　熊谷年金事務所【☎048－522－5158】
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児童手当制度のご案内
支給について
　中学校卒業まで（15歳に達した後、最初の３月
31日まで）の児童を養育している方に支給します。
［支給月］６月・10月・２月
支給額

児童の年齢 月額
３歳未満 15,000円
３歳～小学校修了前（第１・２子） 10,000円
３歳～小学校修了前（第３子以降） 15,000円
中学生 10,000円

所得制限について
　児童手当では、所得制限が導入されます。
　所得超過の場合は、児童手当の支給はありませんが、
当面の間の特例給付として児童１人あたり月額5,000円
が支給されます。

平成25年度所得制限限度額
扶養親族等の数 所得限度額

０人 622万円
１人 660万円
２人 698万円
３人 736万円

＜現況届に必要な添付書類＞

◆厚生年金加入の方
受給者の方の「健康保険証のコピー」（児童の保険証ではありません。）
※保険証のコピーを『現況届』の裏面にのり付けしてください。

◆平成25年１月２日以降に上里町に転入した方
前住所地（平成25年１月１日の住所地）の市区町村発行の「平成25年度（24年分）児童手当用所得証明書」

※その他、必要に応じて提出する書類があります。 問合せ…子育て共生課子育て支援係【☎35－1236】

現況届の提出を忘れずに！
　児童手当を受けている方は、６月中に『現況届』の提出が必要です。『現況届』の用紙は、６月

上旬に受給者宛に郵送します。６月28日㈮までに子育て共生課に提出してください。
※『現況届』の提出がないと、６月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

＜免除の対象となる所得の目安＞

全額免除 ４分の３免除 半額免除 ４分の１免除

４人世帯 １６２万円 ２３０万円 ２８２万円 ３３５万円

２人世帯 ９２万円 １４２万円 １９５万円 ２４７万円

単身世帯 ５７万円 ９３万円 １４１万円 １８９万円

＜免除承認期間＞
申請月 承認期間

25年７月まで
24年７月～25年６月
（23年所得で審査）

25年７月～26年６月 
（24年所得で審査）

25年７月～
26年７月



健康・子育てインフォメーション

［本庄市保健センター内☎23-3322］
　診察科目…内科系疾患
　診察時間…午前９時～   正午
　　　　　   午後１時～   ４時
　　　　　　午後７時～１０時
※健康保険証を持参してください。

保健センター予定表 ☎33－2550

６　
　

月

13日㈭
乳がん検診

14日㈮

21日㈮
赤ちゃん相談

２歳児歯科検診（平成23年５月生）

24日㈪ ３歳６か月児健診（平成21年11月生）

25日㈫ ７・８か月児健診（平成24年10月生）

26日㈬ ３・４か月児健診（平成25年２月生）

28日㈮ １歳６か月児健診（平成23年11月生）

※赤ちゃん相談の「個別相談」は予約制です。

6月  2日㈰ 千田医院 ☎７６－００４１

6月  9日㈰ 高橋外科整形外科 ☎２２－６２１１

6月16日㈰ 昭和産婦人科 ☎２２－２０２５

6月23日㈰ 高山整形外科 ☎２２－３２４５

6月30日㈰ 田所医院 ☎２２－３４４５

7月  7日㈰ 辻クリニック ☎３５－１１１６

休日の医療機関はこちらへ

①休日急患診療所

②在宅当番医療機関
◆診察は午前中のみとなります。また当番医は変更にな  
　る場合もありますので、確認してからお出かけください。

小児救急電話相談♯8000
　休日や夜間の子どもの急病（発熱、
下痢、嘔吐など）時の家庭内での対処
方法や受診の必要性について、小児科
経験のある看護師が相談に応じます。
また、必要に応じて医師の助言を受け
対応します。子どもの急な病気やケガ
に関する相談が対象です。大人の病気
などに関する相談、子どもの発育や病
気予防など救急でない相談はご遠慮く
ださい。
◆相談方法（電話による相談）
　埼玉県内のどこからでも電話で『♯
8000』をプッシュすることで、相談窓
口につながります（携帯電話可）。ダ
イヤル回線・IP電話・ひかり電話の方
は【☎048－833－7911】となります。
◆受付時間
・平日（月～土）午後７時～翌朝７時
・休日（日・祝）午前９時～翌朝７時

▷▷▷　　　◁◁◁健康診査の電話申し込みを開始します！
　40歳以上の上里町国民健康保険加入者および埼玉県後期高齢
者医療制度加入者を対象に、６月から健康診査を実施しています。
　これからの申し込みについては、さらに多くの方に受診してい
ただくため、４月に郵送した申込書のほか、６月10日㈪から電話
での申し込みも受け付けます。
　受診可能な日程についてはお問い合わせください。
◆７月以降の健康診査日程
７月８日㈪、９日㈫、10日㈬、11日㈭、12日㈮、13日㈯
８月26日㈪、27日㈫、28日㈬、29日㈭、30日㈮
※７月健診日はすでに定員となっている日もあります。

受付時間…午後１時～２時
会　　場…ワープ上里（上里勤労者総合文化センター）
料　　金…1,000円
◆健康診査検査内容
問診、理学的検査（身体診察）、身長・体重・腹囲の測定、ＢＭＩ（肥満
度）の判定、血圧測定、尿検査、血液検査（肝機能・血中脂質・血糖・貧
血・腎機能）、心電図検査、眼底検査

申込先・問合せ…健康保険課医療年金係【☎35－1222】

６月10日㈪から

　季節の制作、手遊び、体操などを親子で行う幼児教室を開催します。
ぜひご参加ください。

①賀美児童館「わんぱく広場」
日時…毎月第１・３金曜日、午前10時30分～11時30分（初回６月21日㈮）
会場…賀美児童館
対象…町内在住の１歳以上の親子 申込…６月３日㈪～14日㈮
定員…親子20組（先着順） 問合せ…賀美児童館【☎34－1100】

②長幡児童館「いちごちゃんクラブ」
日時…毎月第２・４火曜日、午前10時30分～11時30分（初回６月25日㈫）
会場…長幡児童館
対象…町内在住の２歳以上の親子 申込…６月３日㈪～14日㈮
定員…親子20組（先着順） 問合せ…長幡児童館【☎35－3541】

③神保原児童館「ベビーダンス」
日時…７月４日㈭、午前10時30分～11時30分
会場…神保原児童館
対象…生後３カ月～24カ月のお子様とその保護者
講師…木村由紀氏
準備…体温計、バスタオル、抱っこひも、上履き
定員…親子20組（先着順）※無料
申込…６月３日㈪～
問合せ…神保原児童館【☎33－3621】

広報かみさと No.5295




